
（別紙様式２）

１　農用地の内訳等及び集落戦略（協定農用地の将来像）

「集落戦略」は、体制整備単価の場合に使用する。
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(
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３
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通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
床鍋

田 166 和田　良子

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
床鍋

田 351 和田　良子

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
床鍋

田 321 和田　良子

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
床鍋

田 250 和田　良子

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
床鍋

田 429 和田　良子

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
オモ田

田 424 和田　良子

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川ヲ
モ田

畑 572 長野　憲義

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川ヲ
モ田

畑 1,087 長野　憲義

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川ヲ
モ田

畑 1,343 森岡　健

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川ヲ
モ田

畑 514 長野　憲義

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
竹ノ内

畑 423 長野　憲義

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
竹ノ内

畑 654 森岡　健

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
竹ノ内

畑 486 長野　憲義

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
竹ノ内

畑 488 長野　憲義

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
竹ノ内

畑 724 長野　憲義

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
竹ノ内

畑 790 長野　憲義

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
竹ノ内

畑 543 長野　憲義

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
竹ノ内

畑 443 長野　憲義

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２１

相川
竹ノ内

畑 551 長野　憲義

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２２

相川ノ
ボリダ

田 84 上田　和江

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－１
－２３

相川ノ
ボリダ

田 308 上田　和江

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０１

南泉
橋詰

田 887 細川　正男

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０２

南泉
橋詰

田 98 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０２

南泉
橋詰

田 859 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０３

南泉
橋詰

田 213 志和　秀一

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０４

南泉
古野

田 852 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０４

南泉
橋詰

田 4,052 志和　秀一

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０４

南泉
橋詰

田 1,297 永野　敏明

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０４

南泉
橋詰

田 97 永野　敏明

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０５

南泉
古野

田 1,521 志和　秀一

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０６

南泉
古野

田 778 志和　秀一

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０６

南泉
古野

田 447 永野　敏明

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０６

南泉
古野

田 1,983 永野　敏明

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０７

南泉
古野

田 2,585 細川　正男

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０７

南泉
古野

田 597 細川　正男

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０７

南泉
古野

田 48 細川　正男

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０７

南泉
古野

田 348 細川　正男

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０７

南泉
古野

田 664 細川　正男

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０７

南泉
古野

田 113 細川　正男

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０７

南泉
古野

田 132 細川　正男

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－古
野－０７

南泉
古野

田 2,557 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０２

相川
杉原

畑 1,749 上田　一二

後継者
が耕作
を継承

担い手
等に引
き受け
てもら
う予定
（受け
手が決
まって
いる）

担い手
等に引
き受け
てもら
うこと
を希望
（受け
手が決
まって
いな
い）

⑧個人
配分を
受ける
所得超
過者の
引受地

草刈り
等の管
理のみ

その他
（具体
的に記
載）

第３順位加算

集落戦略の作成に当たっては、農業者の年齢階層別の就農状況や後継者の確保状況が把握できる地図を活用し、現状の見える化をするなど
円滑な話合いを行い、合意形成を図る。なお、上記の地図においては、以下に例示される事項を記載するとともに、活動を実践するものと
する。
① 農地法面、水路、農道等の補修・改良が必要となる範囲又は位置
② 既荒廃農地の復旧又は林地化を実施する範囲
③ 農作業の共同化又は受委託等が必要となる範囲
④ その他将来にわたって適正に協定農用地を保全していくために必要となる事項に関する範囲

（１）農用地の内訳等 （２）集落戦略

①複数の加算の交付を受ける場合
の加算を適用する順序

第１順位加算 ②農業生産活動等の
体制整備の取組（集
落戦略の作成）の有
無

集落戦略を作成する

○

協定農用地の将来像（6～10年後を想定して記入）

第２順位加算

注４）

注１） 「農用地の内訳等」は集落協定書に添付し、提出期限（当該年度の６月30日、令和２年度においては８月31日）までに協定農用地が存する
市町村長に提出する。

注２） 「集落戦略」は、「農用地の内訳等」を含むものとし、集落戦略の作成後は、協定農用地が存する市町村長に提出するとともに、令和６年
度まで毎年度、記載内容の確認を行うものとする。

注３）

交付額
(円)

第５順位加算

③現況 ④基礎・体制整
備単価

⑤加算の適用 ⑥農用地の管理 ⑦
管
理
者

管理者
が引き
続き耕
作

10a当
たりの
単価
(円)

交付基
準(傾
斜等)

農用地
の現況

具体的活動
内容

農地中
間管理
機構へ
の貸付
を希望

集落戦略を作成しない

第４順位加算

急傾斜 21,000 3,486 耕作 ○

急傾斜 21,000 7,371 耕作 ○

急傾斜 21,000 6,741 耕作 ○

急傾斜 21,000 5,250 耕作 ○

急傾斜 21,000 9,009 耕作 ○

急傾斜 21,000 8,904 耕作 ○

緩傾斜 3,500 2,002 耕作 ○

緩傾斜 3,500 3,804 耕作 ○

緩傾斜 3,500 4,700 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,799 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,480 耕作 ○

緩傾斜 3,500 2,289 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,701 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,708 耕作 ○

緩傾斜 3,500 2,534 耕作 ○

緩傾斜 3,500 2,765 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,900 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,550 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,928 耕作 ○

緩傾斜 8,000 672 耕作 ○

急傾斜 21,000 6,468 耕作 ○

緩傾斜 8,000 7,096 耕作 ○

緩傾斜 8,000 784 耕作 ○

緩傾斜 8,000 6,872 耕作 ○

緩傾斜 8,000 1,704 耕作 ○

緩傾斜 8,000 6,816 耕作 ○

緩傾斜 8,000 32,416 耕作 ○

緩傾斜 8,000 10,376 耕作 ○

緩傾斜 8,000 776 耕作 ○

緩傾斜 8,000 12,168 耕作 ○

緩傾斜 8,000 6,224 耕作 ○

緩傾斜 8,000 3,576 耕作 ○

緩傾斜 8,000 15,864 耕作 ○

緩傾斜 8,000 20,680 耕作 ○

緩傾斜 8,000 4,776 耕作 ○

緩傾斜 8,000 384 耕作 ○

緩傾斜 8,000 2,784 耕作 ○

緩傾斜 8,000 5,312 耕作 ○

緩傾斜 8,000 904 耕作 ○

緩傾斜 8,000 1,056 耕作 ○

緩傾斜 8,000 20,456 耕作 ○

急傾斜 11,500 20,113 耕作 ○



通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０３

相川
中尾

畑 106 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川ノ
ボリタ

畑 360 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川ノ
ボリタ

畑 55 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川
テバコ

畑 368 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川
中尾

畑 487 上田　和江

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川
デバコ

畑 51 上田　和江

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川
中尾

畑 86 上田　一二

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川
中尾

畑 54 上田　一二

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川
中尾

畑 644 上田　一二

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川
中尾

畑 175 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川
中尾

畑 659 上田　和江

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川
中尾

畑 225 上田　和江

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川
中尾

畑 201 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川
中尾

畑 258 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川
中尾

畑 1,111 上田　和江

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川
中尾

畑 700 永野　敏明

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０４

相川
鳥首

畑 77 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０５

相川ノ
ボリタ

田 746 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０６

相川
中尾

畑 226 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０６

相川
中尾

畑 369 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０６

相川
若宮

畑 216 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０６

相川
若宮

田 236 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０６

相川
若宮

田 534 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０６

相川
若宮

田 796 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０６

相川
若宮

畑 406 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０６

相川
若宮

畑 443 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０７

相川
テバコ

畑 480 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０７

相川
中尾

畑 121 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０７

相川
中尾

畑 73 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０７

相川
中尾

畑 488 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０７

相川
中尾

畑 786 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０７

相川
中尾

畑 288 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０７

相川
中尾

畑 503 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－０７

相川
中尾

畑 192 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１０

相川ノ
ボリタ

田 154 上田　和江

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１０

相川ノ
ボリダ

畑 469 上田　和江

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１０

相川ノ
ボリダ

畑 53 上田　和江

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１０

相川ノ
ボリダ

畑 231 上田　和江

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１１

相川ノ
ボリダ

田 305 上田　和江

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１１

相川ノ
ボリダ

田 282 上田　和江

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１２

相川
鳥首

畑 157 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
本瀬

田 726 永野　敏明

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
本瀬

田 99 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
本瀬

田 591 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
本瀬

田 721 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
本瀬

田 639 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
本瀬

田 284 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
本瀬

田 268 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
本瀬

田 845 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
本瀬

田 59 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
本瀬

田 1,638 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
本瀬

田 1,296 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
本瀬

田 960 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
本瀬

田 1,019 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
本瀬

田 1,522 永野　敏明

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
鳥首

田 1,577 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
鳥首

田 1,137 上田　義和

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１３

相川
鳥首

田 1,942 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１５

相川ノ
ボリタ

畑 440 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１５

相川ノ
ボリタ

畑 379 上田　俊雄

通常地域
（８法内）

中尾－１
中尾－中
尾－１６

相川ノ
ボリタ

田 194 上田　俊雄

計 63,335

緩傾斜 8,000 12,176 耕作 ○

緩傾斜 8,000 8,152 耕作 ○

緩傾斜 8,000 7,680 耕作 ○

緩傾斜 8,000 10,368 耕作 ○

緩傾斜 8,000 13,104 耕作

緩傾斜 3,500 1,540 耕作

緩傾斜 8,000 472 耕作

緩傾斜 耕作 ○1,3263,500

緩傾斜 耕作 ○8,000 1,552

489,217

○

○

耕作

緩傾斜 8,000 12,616 耕作 ○

○

緩傾斜 8,000 15,536 耕作 ○

○緩傾斜 8,000 9,096

緩傾斜 3,500 371 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,260 耕作 ○

緩傾斜 3,500 192 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,288 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,704 耕作 ○

緩傾斜 3,500 178 耕作 ○

緩傾斜 3,500 301 耕作 ○

緩傾斜 3,500 189 耕作 ○

緩傾斜 3,500 2,254 耕作 ○

緩傾斜 3,500 612 耕作 ○

緩傾斜 3,500 2,306 耕作 ○

緩傾斜 3,500 787 耕作 ○

緩傾斜 3,500 703 耕作 ○

緩傾斜 3,500 903 耕作 ○

緩傾斜 3,500 3,888 耕作 ○

緩傾斜 3,500 2,450 耕作 ○

緩傾斜 3,500 269 耕作 ○

急傾斜 21,000 15,666 耕作 ○

緩傾斜 3,500 791 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,291 耕作 ○

緩傾斜 3,500 756 耕作 ○

急傾斜 21,000 4,956 耕作 ○

急傾斜 21,000 11,214 耕作 ○

急傾斜 21,000 16,716 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,421 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,550 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,680 耕作 ○

緩傾斜 3,500 423 耕作 ○

緩傾斜 3,500 255 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,708 耕作 ○

緩傾斜 3,500 2,751 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,008 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,760 耕作 ○

緩傾斜 3,500 672 耕作 ○

急傾斜 21,000 3,234 耕作 ○

緩傾斜 3,500 1,641 耕作 ○

緩傾斜 3,500 185 耕作 ○

緩傾斜 3,500 808 耕作 ○

急傾斜 21,000 6,405 耕作 ○

急傾斜 21,000 5,922 耕作 ○

緩傾斜 3,500 549 耕作 ○

緩傾斜 8,000 5,808 耕作 ○

緩傾斜 8,000 792 耕作 ○

緩傾斜 8,000 4,728 耕作 ○

緩傾斜 8,000 5,768 耕作 ○

緩傾斜 8,000 5,112 耕作 ○

緩傾斜 8,000 2,272 耕作 ○

緩傾斜 8,000 2,144 耕作 ○

緩傾斜 8,000 6,760 耕作 ○



通常地域（８法内）

通常地域（８法以外で棚田法の交付対象農用地）

特認地域

一団の農用地名 一団の農用地名を記入

上記表は以下の表に従って記載するものとする
項目 概要

（１）農用地の内訳等 ①複数の加算の交付を受ける場合の加算を適用する順序 右の選択肢より記入 棚田地域振興活動加算

超急傾斜農地保全管理加算

集落協定広域化加算

集落機能強化加算

生産性向上加算

②農業生産活動等の体制整備の取組（集落戦略の作成）の有無 該当するものに〇を記入

③現況 地域区分 右の選択肢より記入

団地名 団地名を記入

地番 地番を記入

地目 右の選択肢より記入 田

畑

草地

採草放牧地

④基礎・体制整備単価 10a当たりの単価(円) 基礎・体制整備単価の10a当たりの単価を記入

交付額（円） 基礎・体制整備単価の交付額を記入

面積(㎡) 面積を記入

交付基準（傾斜等） 右の選択肢より記入 急傾斜

緩傾斜

小区画・不整形

草地比率の高い草地

高齢化率・耕作放棄率

特認基準

交付対象外（混在地）

交付対象外（混在地以外）

協定に含めない管理すべき荒廃農地

⑦管理者 農用地の管理者を記入

⑧個人配分を受ける所得超過者の引受地 該当するものに〇を記入（別紙様式７と整合を図る）

（２）集落戦略 農用地の将来像（6～10年後を想定して記入） 該当するものに〇を記入

⑤加算の適用 第１～第５順位加算 定めた加算の順位に基づき、該当する加算に〇を記入

⑥農用地の管理 農用地の現況 右の選択肢より記入 耕作地

維持管理農用地

荒廃農地

限界的農用地

被災地

土地改良通年施行実施農用地

その他（具体的に記入）

具体的活動内容 農用地での活動内容を記入



２．集落戦略（集落の将来像）
２－１協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状（複数可）

２－２集落の現状を踏まえた対策の方向性（複数可）

集落の現状 担い手の詳細
○ 担い手等が確保できており、耕作を継続していく

○ 農業者（協定内）【具体名：】
農地所有適格法人、農業生産組織等（協定内）【具体名：】
農業者（協定外）【具体名：】
農地所有適格法人、農業生産組織等（協定外）【具体名：】

担い手等が確保できているが、全ての委託希望は受けられない
農業者（協定内）【具体名：】
農地所有適格法人、農業生産組織等（協定内）【具体名：】

耕作を継続していきたいが、耕作条件の悪い農地がある
○ 耕作を継続していきたいが、農業所得が低い

耕作を継続していきたいが、法面や水路・農道等の管理が過重な負担となっている

農業者（協定外）【具体名：】
農地所有適格法人、農業生産組織等（協定外）【具体名：】

担い手等が確保できていない

対策の方向性 担い手の詳細
耕作放棄の懸念はなく、集落の課題もないことから、対策は不要

○ 協定内で担い手を育成・確保

鳥獣被害が深刻であり、耕作意欲が減退している

集落の自治（コミュニティ）機能が低下しており、生活に支障・不安が生じている
（具体的に記載）
具体的内容：

その他（自由記載）

協定外で担い手を確保
○ 農業者（協定外）

農地所有適格法人、農業生産組織等（協定外）

○ 農業者
農地所有適格法人、農業生産組織等
新規就農者

省力化技術の導入や外注化等により労働負担の軽減を図る
耕作継続が困難な農用地の林地化
放牧利用による農用地の管理

基盤整備等により耕作条件を改善
農産物の高付加価値化により所得の向上を図る

○ 新たな作物の導入により所得の向上を図る

○ 鳥獣被害防止対策の実施
○ 集落の自治（コミュニティ）機能の強化

その他（自由記載）



２－３具体的な対策に向けた検討（複数可）

２－４今後の対策の具体的内容及びスケジュール（決まり次第記載）

２－５農業生産活動等の継続のための支援体制

 ※「２－２集落の現状を踏まえた対策の方向性」で「対策は不要」とした場合は、記載
不要

検討を要する事項
特に懸念はなく、協定参加者で実施していく

○ 協定参加者だけでは検討が困難であり、外部（市町村・都道府県を含む）からの助力を得たい

その他（自由記載）

 ※「２－２集落の現状を踏まえた対策の方向性」で「対策は不要」とした場合は、記載
不要

（第５期対策の期間中に、協定農用地において農業生産活動等の継続が困難な農用地が
発生した場合の支援体制）

第５期対策期間中の農業生産活動等の継続のための支援体制

他の協定との広域化を考えたい
中山間地域等直接支払交付金の加算措置を活用したい

○ 対策に活用可能な補助事業等を紹介してほしい

※上記の支援体制によってもなお、当該農用地で農業生産活動等の継続が困難となった
場合には、集落協定代表者は、速やかに市町村、農業委員会等に当該農用地に対する利
用権の設定等又は農作業受委託の斡旋等を申し出ることとする。
※結果として、当該農用地で農業生産活動等の継続が困難となった場合には、当該農用
地分のみ、交付金の返還が必要（本人の病気や高齢化、家族の病気など、不可抗力等の
場合は交付金の返還は免除）。

○ 農業者が支援する【具体名：】
○ 協定参加者で役割分担しつつ、農用地の維持管理を行う

その他（自由記載）

農地所有適格法人が支援する【具体名：】
ＪＡが支援する【具体名：】
集落営農組織が支援する【具体名：】


